
契 約 変 更 理 由 書

神戸市　

工 事 名 西クリーンセンター工場棟鉄骨等塗装改修他工事

　契約変更後の工事概要

１，折半屋根（一部）を非撤去へ変更

２．折半屋根上部の仮設電気配管の撤去、復旧

３．防鳥ネットの仕様変更

４．新設ネットの施工範囲の変更

　契約変更の理由

１．現地詳細調査の結果、一部折半屋根が撤去できないことが判明したため

２．現地詳細調査の結果、折半上部に配置していた電気配管の撤去・復旧が必要になったため

３．現地詳細調査の結果、外壁材の剥落の可能性あり、剥落防止ネットに仕様変更したため

４．現地詳細調査の結果、施工範囲の変更をしないと鳥の侵入が防げないことが判明したため
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